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一般貸切旅客自動車運送適正化機関の巡回指導方針について 
 
 
道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４３条の３第

１号に基づき、一般貸切旅客自動車運送適正化機関（以下「適正化機関」という。）

は、一般貸切旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）に対して輸送の安

全を阻害する行為の防止その他法又は法に基づく命令の遵守に関し指導を行うこ

ととされている。      

今般、以下のとおり適正化機関の行う指導について方針を定めたので巡回指導の

実施にあたり遺漏なきを期されたい。 
 
 
１．巡回指導の目的 



  

  適正化機関の巡回指導は、悪質事業者の国への通報及び事業者の法令遵守状

況の継続的な確認を通じて、国の監査機能を補完し業界の自主的改善を促進す

ることにより、貸切バス事業における事故防止を徹底し業界全体の安全意識を

向上させることを目的とする。 
 
２．巡回指導事項 
  巡回指導は次の各号について行う。 
 （１）許可、認可、届出等に係る事項の実施状況 
 （２）貸切バスの運行の状況 
 （３）車両管理及び施設の状況 
 （４）労務の状況 
 （５）その他巡回指導の目的を達成するために必要と認める事項 
 
３．巡回指導計画 
 （１）年間計画の作成 
    適正化機関は、地方運輸局等から次年度の監査対象事業者が記載された

業務実施計画（部外秘）の提供を受け、当該監査対象事業者以外を巡回指

導の対象として次年度の年間計画を作成する。 
 （２）月次計画の作成 
    適正化機関は、地方運輸局等と意見交換を行い、年間計画で巡回指導の

対象となった事業者の中から優先的に巡回指導を実施すべき事業者を決定

する。 
    優先的に巡回指導を実施すべき事業者を対象として、指導員の稼働可能

日数、巡回指導に要する業務量等を勘案したうえで、巡回指導を実施する

月の前月２０日までに月次計画を作成し、運輸局等に報告する。 
    重大事故等により新たに国の監査対象となった事業者については月次計

画における巡回指導の対象から除くこととする。 
 （３）月次計画の変更 
    月次計画に変更が生じた場合は速やかにその旨を地方運輸局等に報告す

るものとする。 
 （４）留意事項 
    巡回指導対象事業者の決定にあたっては、以下の安全に関する取り組み

等を総合的に考慮するものとする。 
   ① 過去の事故歴・行政処分歴 
   ② 貸切バス事業者安全性評価認定 
   ③ 運輸安全マネジメント評価 
   ④ 利用者等からの苦情 



  

   ⑤ ＡＳＶ車両の導入状況 等 
 
４．巡回指導の体制等 
 （１）体制 
    巡回指導は、原則、適正化事業指導員２名１組の体制で、事業者の営業

所を直接訪問して実施する。 
 （２）頻度 
    巡回指導は、適正化機関の事業区域内に存する全ての営業所に対し、原

則、毎年度１回実施するものとする。（国が監査を実施した又は実施する予

定の事業者（継続監視対象事業者）を除く。） 
    なお、適正化機関の体制が整備されるまでの当面の間は、可能な範囲で

巡回指導の実施に努めるものとする。 
 （３）頻度の軽減措置 
    巡回指導の結果、貸切バス事業者安全性評価認定及び運輸安全マネジメ

ント評価等を勘案し、優良であると認められる事業者に対しては巡回指導

の頻度を軽減することを可能とする。ただし、頻度軽減は最大で 2 年間と

する。 
    また、頻度軽減の対象となる事業者の割合は、当面の間は国の継続監視

対象事業者数と同程度とする。 
 
５．巡回指導方法 
 （１）実施通知 
    地方運輸局等は、事前に巡回指導対象事業者に対して適正化機関による

巡回指導が実施される旨の通知を行うこととする。 
 （２）指導（点検）項目 
    巡回指導時における指導（点検）項目は別途定める巡回指導マニュアル

による項目とし、指導（点検）項目ごとに巡回指導マニュアルに定める評

価基準に基づき「適」又は「否」として判定するものとする。 
    なお、国の監査において法令違反が確認され、行政処分等を受けた事業

者については、当該違反項目に係る改善状況の確認を重点的に行うものと

する。 
 （３）指導（点検）項目の省略 
    巡回指導の対象事業者が巡回指導の実施前１年以内に（公社）日本バス

協会の貸切バス事業者安全性評価認定を受け、当該評価において優良との

評価を受けている項目については、巡回指導において指導（点検）を省略

することができるものとする。 
 （４）改善指導 



  

    巡回指導終了時に講評を行うこととし、指導（点検）の結果「否」と判

定された項目については、その場で改善を指導するとともに「改善要請

書」を交付するものとする。 
 （５）改善報告 
    指導（点検）の結果「否」と判定した項目があった事業者に対し、巡回

指導の翌日から起算して原則３０日以内に「否」と判定された項目に係る

関係書類を提出させることにより、その改善状況を適正化機関に報告する

よう指導するものとする。 
 
６．事業者評価 
 （１）事業者評価の分類 
    巡回指導実施時における「適」あるいは「否」の割合に応じ、下表のと

おり評価結果を分類する。 
 

評価結果 A B C D E 
 （２）評価分類の方法 
    「適」あるいは「否」の判定を行った項目を１００として、「適」の占め

る割合で評価する。 
①  A 「否」が２年連続でないもの 
②  B 「適」の割合が９０％以上（Ａを除くもの） 
③  C 「適」の割合が７０％以上９０％未満 
④  D 「適」の割合が５０％以上７０％未満 

   ⑤ E 「適」の割合が５０％未満又は７．（３）に該当する場合  
 （３）評価結果 
    当面の間、評価結果は巡回指導の傾向分析及び巡回指導の全国的な標準

化を図るため等に活用することとし非公表とするが、将来的に公表するこ

とを検討する。 
 
７．運輸局等への報告・通知 
 （１）定期報告 
    巡回指導により法令違反が確認された事業者（速報の対象となる事業者

を除く。）であって改善報告を行わない者又は改善報告に未改善事項が確認

された者について、改善報告提出期限の属する月の翌月末までに当月分を

取りまとめのうえ地方運輸局等に対して報告を行うものとする。 
    なお、巡回指導により法令違反が確認されなかった者及び改善が完了し

た者についても同様に報告を行うものとする。 
 （２）通知 



  

    手数料等（名目に関わらず、運送の引受けに際して旅行業者等（旅行サ

ービス手配業者も含む。）に支払う金銭のことをいう。）の支払いにより、

届出運賃・料金の下限を下回っている事案は、当月分をとりまとめのう

え、翌月１０日までに地方運輸局等へ通知する。 
 （３）速報 
    次のいずれかに該当する場合は、定期報告によらず直ちに地方運輸局等

へ報告を行うものとする。 
   ① 正当な理由なく巡回指導を拒否した場合 
   ② 輸送の安全に関わる緊急を要する重大な法令違反で次のいずれかに該

当する場合 
    ア 運行管理者が全く不在（選任なし）の場合 
    イ 全ての運転者が健康診断を受診していない場合 
    ウ 運転者に対する指導監督及び特別な指導を全く実施していない場合 
    エ 整備管理者が全く不在（選任なし）の場合であって、事業用自動車

の定期点検整備を全く実施していない場合 


